
 

 

清掃業務実施基準表  
  

１ 宮内駅連絡通路 

場 所  回数 業   務   内   容  

通路床面 

階段床面 

１日１回 

【見回り拾い掃き】 

１ 巡回して粗ごみを拾う。 

 

週２回 

【掃除機掛け】 

１ 掃除機掛け（掃き掃除）を行う。 

２ 汚れの程度に応じて水拭き又は適性洗剤を用いて汚れを除去 

する。 

 

手摺 

窓台 
週１回 

【水拭き（汚れた個所は薬剤使用）】 

１ 水拭きを行う。汚れの程度に応じて適性洗剤を用いて汚れを

除去する 

 

照明器具 

天井 
週１回 

【埃払い】 

１ 照明器具を含め天井全体のほこり払いを行う。汚れの程度に

応じて、から拭きを行う。 

  

ガラス 年２回 

【ガラス清掃】 

１ 窓ガラス内外面を清掃する。  

２ 外面は、東口側のスロープ及び階段の東面のみ行う。 

  ※宮内駅構内部分のガラス外面は行わない。 

 

内壁 

階段床面 

年１回 

年２回 

【内壁等階段床面洗剤拭き】 

１ 内壁は、床面より 80cm の高さまで適正洗剤を用いて、洗剤

拭きをする。 
２ 階段床面に適正洗剤を塗布し、汚れを洗浄する。水拭きを行

い、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 

 

 

２ 宮内駅前広場  

場 所  回 数  業   務   内   容  

歩道 

自転車置場

（東西） 週３回 

【見回り拾い掃き】 

１ 巡回して粗ごみを拾う。 

 

 

 

 


